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第 １ はじめに

愛 知 県 に お い て は 、 住 宅 ・ 社 会 資 本 の 整 備 及 び 更 新 等 に 伴 い 、 建 設 資 材 廃 棄 物 の 排 出 量

が 増 大 し 、 産 業 廃 棄 物 （ 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ５ 年 法 律 第 １ ３ ７ 号 。

以 下 「 廃 棄 物 処 理 法 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 産 業 廃 棄 物 を い う 。 以 下 同 じ ）

及 び そ の 最 終 処 分 量 に 占 め る 建 設 資 材 廃 棄 物 の 割 合 も 高 い も の と な っ て い ま す 。

一 方 、 廃 棄 物 の 処 理 施 設 の 確 保 は 、 こ れ ま で に も 増 し て 困 難 な も の と な っ て き て い て 、

最 終 処 分 場 の 残 余 容 量 が ひ っ ぱ く し つ つ あ る ほ か 、 建 設 資 材 廃 棄 物 の 不 法 投 棄 が 多 く み ら

れ る な ど 、 建 設 資 材 廃 棄 物 の 処 理 を め ぐ る 問 題 が 深 刻 と な っ て い ま す 。

こ の よ う な 中 で 、 関 係 者 の 適 切 な 役 割 分 担 の 下 で 、 再 生 資 源 の 利 用 及 び 廃 棄 物 の 減 量 を

図 っ て い く こ と が 重 要 な た め 、 建 設 工 事 に 係 る 資 材 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ２

年 法 律 第 １ ０ ４ 号 。 以 下 、 「 建 設 リ サ イ ク ル 法 」 と い う 。 ） 第 ４ 条 第 １ 項 に 基 づ き 、 国 が

建 設 リ サ イ ク ル 法 第 ３ 条 に 基 づ き 定 め た 「 特 定 建 設 資 材 に 係 る 分 別 解 体 等 及 び 特 定 建 設 資

材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 の 促 進 等 に 関 す る 基 本 方 針 」 に 則 し て 、 本 県 に お け る 特 定 建 設 資 材

に 係 る 分 別 解 体 等 及 び 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 の 促 進 等 の 実 施 に 関 し 、 必 要 な 事

項 を 定 め る も の で す 。

な お 、 こ の 指 針 に お い て 使 用 し て い る 用 語 の 定 義 に つ い て は 、 建 設 リ サ イ ク ル 法 第 ２ 条

の 規 定 に よ り ま す 。

第 ２ 特 定 建 設 資 材 に 係 る 分 別 解 体 等 及 び 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 の 現 況 と 方 向

１ 地域の特性

（１）地理的状況

本 県 は 、 日 本 列 島 の ほ ぼ 中 央 に 位 置 し 、 南

は 伊 勢 湾 、 太 平 洋 に 面 し 、 西 は 三 重 県 、 北 は

岐 阜 県 、 長 野 県 、 東 は 静 岡 県 に 接 し て い ま す 。

県 土 は 、 東 西 １ ０ ６ ㎞ 、 南 北 ９ ４ ㎞ 、 面 積

は ５ ， １ ５ ３ ｋ ㎡ で 国 土 の １ ． ４ ％ を 占 め 全

国 で ２ ８ 番 目 の 広 さ と な っ て い て 、 県 土 の ４

３ ％ を 占 め る 山 地 は 主 に 北 東 部 に 位 置 し て い

ま す 。 都 市 地 域 は 、 名 古 屋 市 を 中 心 と す る 名

古 屋 地 域 と 豊 田 市 、 豊 橋 市 等 の 独 自 の 都 市 集

積 を 有 す る 都 市 地 域 が 点 在 し 、 農 山 漁 村 が こ

れ ら を 取 り 巻 く 状 況 と な っ て い ま す 。 （ 図 １ ）

（ ２ ） 事 業 所 数 ・ 従 業 者 数

事 業 所 数 の 産 業 別 割 合 は 、 卸 売 ・ 小 売 業 、 図１ 地 目 別 土 地 利 用 面 積

飲 食 店 が ４ ２ ％ と 最 も 多 く 、 つ い で サ ー ビ （ 平 成 １ ０ 年 度 ）

ス 業 ２ ４ ％ 、 製 造 業 １ ６ ％ で 、 建 設 業 は ９ 資料 愛 知 県 統 計 年 鑑

％ と な っ て い ま す 。

従 業 者 数 の 産 業 別 割 合 も 事 業 所 数 と ほ ぼ 同 様 な 傾 向 で 、 製 造 業 の 従 事 者 数 が ２ ８ ％

と 高 く 、 建 設 業 は ８ ％ と な っ て い ま す 。 （ 図 ２ 、 ３ ）
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図 ２ 事 業 所 数 の 産 業 別 割 合 （ 平 成 年） 図３ 従 事 者 数 の 産 業 別 割 合 （ 平 成 年）11 11

資料 愛 知 県 統 計 年 鑑 資料 愛 知 県 統 計 年 鑑

（３）県内総生産

平 成 １ １ 年 度 の 県 内 総 生 産 は ３ ２ 兆 ５ ， １ ９ ６ 億 円 、 経 済 成 長 率 は 名 目 △ １ ． １ ％ 、

実 質 ２ ． ０ ％ と な っ て い ま す 。 産 業 別 で は 、 製 造 業 が 県 内 総 生 産 の ３ ５ ％ を 占 め （ 統

計 課 「 あ い ち の 県 民 経 済 計 算 」 平 成 １ １ 年 度 及 び 図 ４ ） 、 ま た 、 製 造 品 出 荷 額 等 で は

３ ４ 兆 円 余 り と 、 ２ ０ 数 年 連 続 し て 全 国 １ 位 と な っ て い ま す 。 一 方 、 建 設 業 は ７ ％ を

占 め て い ま す 。 （ 統 計 課 「 平 成 １ ２ 年 工 業 統 計 調 査 」 ）

ま た 、 過 去 年 間 の 県 内 総 生 産 及 び 県 民 総 支 出 の 推 移 を み る と 、 バ ブ ル の 頃 に 急15

上 昇 で あ っ た の が 、 平 成 ３ 年 以 降 は 伸 び が 鈍 化 し 、 現 在 は 安 定 成 長 期 に あ る と 言 え ま

す。（表１）

表１ 県 内 総 生 産 及 び 県 民 支 出 の 推 移

資料 愛知県統計年鑑

（単位：百万円）

年度 県内総生産 県民総支出

昭和 59 19,922,076 19,078,613

60 21,559,045 20,751,278

61 22,462,672 21,700,714

62 24,133,560 23,450,932

63 26,044,049 25,347,849

平成 1 28,045,212 27,335,911

2 30,459,442 29,366,800

3 32,277,277 31,009,978

4 32,009,243 31,130,753

5 31,470,482 30,981,601

6 31,606,316 31,066,211

7 32,416,630 31,929,099

8 34,312,659 33,756,551

9 33,082,659 33,010,943

10 32,889,497 32,577,028

11 32,519,643 32,281,463
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２ 建 設 工 事 を め ぐ る 状 況

愛 知 県 に お け る 、 建 築 工 事 及 び 土 木 工 事

を め ぐ る 状 況 は 、 以 下 の と お り と な っ て い 図４ 県 内 総 生 産 （ 平 成 １ １ 年 度 ）

います。 資料 愛 知 県 統 計 年 鑑

（ １ ） 建 築 物 等 の 現 状 及 び 建 築 物 等 の 解 体 工 事 等 の 状 況

平 成 １ ２ 年 の 愛 知 県 に お け る 建 築 物 の 総 数 は 約 ２ ９ ５ 万 棟 で 、 う ち 木 造 は ２ ０ ８ 万

棟 で 全 体 の ７ １ ％ を 占 め て い ま す 。 床 面 積 の 合 計 は ４ 億 ２ ５ 百 万 ㎡ で 、 う ち 木 造 は １

億 ７ ４ 百 万 ㎡ 、 全 体 の ４ １ ％ と 棟 数 の 割 合 よ り 下 回 っ て い ま す 。 （ 表 ２ ）

表２ 平 成 １ ２ 年 の 建 築 物 の 状 況 （ ス ト ッ ク ）

合 計 木 造 木 造 以 外

地 域 床 面 積 棟 数 床 面 積 棟 数 床 面 積 棟 数
（ ㎡ ） （ 棟 ） （ ㎡ ） （ 棟 ） （ ㎡ ） （ 棟 ）

名 古 屋 市
117,937,671 610,337 34,963,895 398,549 82,973,776 211,788

尾 張
120,568,596 927,704 56,678,016 680,196 63,890,580 247,508

知 多
38,057,077 283,462 17,842,507 213,302 20,214,570 70,160

西 三 河
95,834,305 699,089 39,429,962 474,168 56,404,343 224,921

東 三 河
52,557,827 431,912 25,364,368 315,675 27,193,459 116,237

合 計
424,955,476 2,952,504 174,278,748 2,081,890 250,676,728 870,614

資料 市 町 村 行 財 政 の あ ら ま し

（市町村課）

注 ) こ の 表 の 地 域 区 分 を 右 図

に 示 す 。

ｻｰﾋﾞｽ
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ま た 、 現 在 ま で の 建 築 物 着 工 床 面 積 の 推 移 を み る と 、 昭 和 ４ ０ 年 代 前 半 に 大 き く 伸

び 、 昭 和 ４ ８ 年 に 非 木 造 が １ ２ 百 万 ㎡ 、 木 造 が ４ 百 ７ ０ 万 ㎡ で ピ ー ク と な っ て い ま す 。

そ の 後 、 非 木 造 は 平 成 元 年 に １ ２ 百 ８ ０ 万 ㎡ で ピ ー ク を 迎 え 、 木 造 は 平 成 ８ 年 に ４ 百

４ ０ 万 ㎡ で ピ ー ク と な り 、 そ の 後 下 降 し て い ま す 。 （ 図 ５ ）

図 ５ 愛 知 県 に お け る 建 築 物 着 工 床 面 積 の 推 移 資料 建 築 統 計 年 報 （ 国 土 交 通 省 ）

一 方 、 建 築 物 の 除 却 床 面 積 の 推 移 は 、 着 工 床 面 積 の 減 少 ほ ど 除 却 は 減 少 し て い ま せ

ん 。 木 造 で は 平 成 ８ 年 度 を ピ ー ク に 以 後 漸 減 し て い ま す が 、 非 木 造 で は 平 成 １ ０ 年 度

以 降 漸 増 し て き て い ま す 。 （ 図 ６ ） 今 後 は 、 昭 和 ４ ０ 年 代 に 大 量 に 建 築 さ れ た 建 築

物 が 建 て 替 え 時 期 を 迎 え 、 増 加 し て い く と 考 え ら れ ま す 。

）図 ６ 愛 知 県 に お け る 建 築 物 の 除 却 床 面 積 の 推 移 資料 建 築 統 計 年 報 （ 国 土 交 通 省

（ ２ ） 土 木 工 事 の 状 況

平 成 １ １ 年 度 の 愛 知 県 に お け る 土 木 工 事 は 、 工 事 件 数 、 工 事 額 と も 平 成 ７ 年 度 に 比

べ て 減 少 し て い て 、 今 後 も こ の 減 少 傾 向 は 続 く も の と 予 測 さ れ ま す 。 （ 表 ３ ）
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表３ 愛 知 県 に お け る 土 木 工 事 の 状 況

区 分 平成７年度 平 成 １ １ 年 度

公共工事 １７，４７１ １ ２ ， ６ ７ ７

工 事 件 数 民間工事 ３，６６５ ３ ， ６ ４ ８

（ 件 ） 合計 ２１，１３６ １ ６ ， ３ ２ ５

公共工事 ８４２，９０１ ６ ９ ７ ， ９ ６ ３

工 事 額 民間工事 ９５，０９０ ７ ６ ， ７ ８ １

（百万円） 合計 ９３７，９９１ ７ ７ ４ ， ７ ４ ４

資料 平 成 ７ 年 度 及 び 平 成 １ １ 年 度 建 設 統 計 月 報 （ 国 土 交 通 省 ）

３ 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 発 生 量 の 見 込 み

（ １ ） 建 築 物 除 却 に 伴 う 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 量

平 成 １ ２ 年 度 建 設 副 産 物 実 態 調 査 に よ る と 、 愛 知 県 に お け る 建 築 物 除 却 に 伴 い 発 生

す る 建 設 廃 棄 物 の 量 は 、 コ ン ク リ ー ト 塊 ５ ０ 万 ５ 千 ト ン 、 ア ス フ ァ ル ト ・ コ ン ク リ ー

ト 塊 １ 万 ４ 千 ト ン 、 建 設 発 生 木 材 ９ 万 ７ 千 ト ン で 、 平 成 ７ 年 度 に 比 べ ほ ぼ 横 ば い と な

っ て い ま す 。 （ 表 ４ － １ ）

今 後 の 排 出 量 は 、 昭 和 ４ ０ 年 代 に 急 激 に 増 加 し た 建 築 物 が 更 新 期 を 迎 え る こ と か ら 、

長 期 的 に み れ ば 増 加 傾 向 に あ る も の と 予 測 さ れ ま す 。 （ 表 ４ － ２ ）

表４－１ 愛 知 県 に お け る 建 築 物 解 体 か ら 発 生 す る 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 量 の 予 測

単 位 ： 千 ｔ

特 定 建 設 資 材 廃 平 成 ７ 年 度 平 成 １ ２ 年 度 平成１７年度 平 成 ２ ２ 年 度

棄物

４９９ ５０５ ７２３ ８０９コ ン ク リ ー ト 塊

ア ス フ ァ ル ト ・ コ

２２ １４ ４８ ５４ン ク リ ー ト 塊

９９ ９７ １３９ １５５建 設 発 生 木 材

資料 平 成 ７ 年 度 及 び 平 成 １ ２ 年 度 は 、 建 設 副 産 物 実 態 調 査 （ 国 土 交 通 省 ） に よ る 。

平 成 １ ７ 年 度 及 び 平 成 ２ ２ 年 度 は 、 建 設 副 産 物 実 態 調 査 （ 国 土 交 通 省 ） に よ る

排 出 量 の 原 単 位 等 よ り 推 計 。

表 ４ － ２ 地 域 別 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 量 の 予 測 （ 解 体 ） 単 位 ： 千 ｔ

平 成 １ ２ 年 度 平 成 １ ７ 年 度 平 成 ２ ２ 年 度

ｱｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ ･ ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ ･ ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ ･

塊 塊 建 設 発 生 木 材 塊 塊 建 設 発 生 木 材 塊 塊 建 設 発 生 木 材地 域 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

140 4 27 201 13 39 225 15 43名 古 屋 市

143 4 27 205 14 39 230 15 44尾 張

45 1 9 65 4 13 72 5 14知 多

114 3 22 163 11 31 182 12 35西 三 河

63 2 12 89 6 17 100 7 19東 三 河

505 14 97 723 48 139 809 54 155合 計
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（２） 建 築 物 新 築 に 伴 う 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 量

平 成 １ ２ 年 度 建 設 副 産 物 実 態 調 査 に よ る と 、 愛 知 県 に お け る 建 築 物 新 築 に 伴 い

発 生 す る 建 設 廃 棄 物 の 量 は 、 コ ン ク リ ー ト 塊 ２ ８ 万 ８ 千 ト ン 、 ア ス フ ァ ル ト ・ コ

ン ク リ ー ト 塊 ４ 万 ２ 千 ト ン 、 建 設 発 生 木 材 ７ 万 ２ 千 ト ン で あ り 、 い ず れ も 平 成 ７

年 度 の 排 出 量 を 下 回 っ て い ま す 。 （ 表 ５ － １ ）

ま た 、 今 後 の 民 間 建 築 投 資 に つ い て も 、 減 少 基 調 が 続 く も の と 考 え ら れ 、 将 来

に お け る 排 出 量 は １ ２ 年 度 と 同 程 度 で 推 移 す る も の と 予 測 さ れ ま す 。 （ 表 ５ －

２）

表５－１ 愛 知 県 に お け る 建 築 物 新 築 か ら 発 生 す る 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 量 の 予 測

単 位 ： 千 ｔ

特 定 建 設 資 材 廃 平 成 ７ 年 度 平 成 １ ２ 年 度 平成１７年度 平成２２年度

棄物

３８８ ２８８ ２８８ ２８８コ ン ク リ ー ト 塊

ア ス フ ァ ル ト ・ コ

５０ ４２ ４２ ４２ン ク リ ー ト 塊

８９ ７２ ７２ ７２建 設 発 生 木 材

資料 平 成 ７ 年 度 及 び 平 成 １ ２ 年 度 は 、 建 設 副 産 物 実 態 調 査 （ 国 土 交 通 省 ） に よ る 。

表 ５ － ２ 地 域 別 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 量 の 予 測 （ 新 築 ） 単 位 ： 千 ｔ

平 成 １ ２ 年 度 平 成 １ ７ 年 度 平 成 ２ ２ 年 度

ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ ･ ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ ･ ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ ･

塊 塊 建 設 発 生 木 材 塊 塊 建 設 発 生 木 材 塊 塊 建 設 発 生 木 材地 域 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

87 13 22 87 13 22 87 13 22名 古 屋 市

91 13 23 91 13 23 91 13 23尾 張

29 4 7 29 4 7 29 4 7知 多

49 7 12 49 7 12 49 7 12西 三 河

32 5 8 32 5 8 32 5 8東 三 河

288 42 72 288 42 72 288 42 72合 計

（ ３ ） 土 木 工 作 物 の 工 事 に 伴 う 発 生 量

平 成 １ ２ 年 度 建 設 副 産 物 実 態 調 査 に よ る と 、 愛 知 県 に お け る 土 木 工 作 物 の 工 事 に 伴

い 発 生 す る 建 設 廃 棄 物 の 量 は 、 コ ン ク リ ー ト 塊 ９ １ 万 ９ 千 ト ン 、 ア ス フ ァ ル ト ・ コ ン

ク リ ー ト 塊 １ ４ ９ 万 ９ 千 ト ン 、 建 設 発 生 木 材 ３ 万 ４ 千 ト ン で 、 平 成 ７ 年 度 に 比 べ 建 設

発 生 木 材 を 除 い て い ず れ も 減 少 と な っ て い ま す 。 （ 表 ６ － １ ）

将 来 に お け る 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 量 は 、 公 共 土 木 工 事 に お い て は 全 国 的 に は 政 府

建 設 投 資 の 抑 制 に よ り 減 少 傾 向 と な る こ と が 予 測 さ れ ま す が 、 本 県 で は 、 平 成 １ ７ 年

度 に 向 け 大 型 プ ロ ジ ェ ク ト を 進 め て い る こ と か ら 、 平 成 １ ２ 年 度 を ベ ー ス と し た 現 状

維 持 が 継 続 す る も の と 予 測 し ま す 。 （ 表 ６ － ２ ）
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表 ６ － １ 愛 知 県 に お け る 土 木 工 作 物 の 工 事 に 伴 う 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の

発 生 量 の 将 来 推 計 単位：千ｔ

特 定 建 設 資 平成７年度 平成１２年度 平 成 １ ７ 年 度 平成２２年度

材 廃 棄 物

コ ン ク リ ー １ ， １ ３ １ ９１９ ９１９ ９１９

ト塊 （ １ ０ ４ ） （３４） （３４） （ ３ ４ ）

ア ス フ ァ ル １ ， ８ ３ ８ １ ， ４ ９ ９ １ ， ４ ９ ９ １ ， ４ ９ ９

ト ・ コ ン ク （ １ ０ ２ ） （ １ ３ ５ ） （１３５） （ １ ３ ５ ）

リ ー ト 塊

建 設 発 生 木 ５ ３４ ３４ ３４

材 （ １ ） （３） （３） （３）

資料 平 成 ７ 年 度 及 び 平 成 １ ２ 年 度 は 、 建 設 副 産 物 実 態 調 査 （ 国 土 交 通 省 ） に よ る 。

注 ） （ ） 内 数 字 は 民 間 土 木 工 事 分 で 、 内 数 。

表６－２ 地 域 別 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 発 生 量 の 将 来 推 計 （ 土 木 ） 単位：千ｔ

コ ン ク リ ー ト ア ス フ ァ ル ト ・ コ ン ク 建 設 発 生 木 材地 域

塊 リ ー ト 塊

名 古 屋 市 ２ ５ ５ ４２ ７ ５

尾 張 ２ １ ９ ３ ９ ８ ３

知 多 ４ ５ １ ３ ７ １ ４

西 三 河 ２ ７ ０ ４ ８ ５ ８

東 三 河 １ １ ０ ２ ２ ４ ５

合 計 ９ １ ９ １ ， ４ ９ ９ ３ ４

以 上 か ら 、 愛 知 県 に お け る 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 発 生 量 の 今 後 の 見 込 み は 、 表 ７ の と お

り 予 測 さ れ ま す 。

t表７ 愛 知 県 に お け る 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 発 生 量 の 見 込 み 単位：千

平成１２年度 平成１７年度 平 成 ２ ２ 年 度

ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ

塊 塊 建 設 発 生 木 材 塊 塊 建 設 発 生 木 材 塊 塊 建 設 発 生 木 材地 域 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ

502 272 53 563 281 65 587 283 69名 古 屋 市

453 415 53 515 425 65 540 426 70尾 張

119 142 30 139 145 34 146 146 35知 多

433 495 42 482 503 51 501 504 55西 三 河

205 231 25 231 235 30 242 236 32東 三 河

1,712 1,555 203 1,930 1,589 245 2,016 1,595 261合 計
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４ 再 資 源 化 施 設 ・ 最 終 処 分 場 の 立 地 状 況 等

平 成 １ ２ 年 １ ２ 月 末 現 在 で 、 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 が 県 内 に 設 置 し て い る 再 資 源 化 施 設

は 、 コ ン ク リ ー ト 塊 及 び ア ス フ ァ ル ト ・ コ ン ク リ ー ト 塊 処 理 施 設 が １ ４ ５ 施 設 （ 処 理 能

力 約 ９ 万 ト ン ／ 日 ） 、 建 設 発 生 木 材 の 再 資 源 化 施 設 が ２ ５ 施 設 （ 処 理 能 力 約４．１

千 ト ン ／ 日 ） と な っ て い ま す 。 （ 表 ８ ）

ま た 、 平 成 １ ２ 年 ３ 月 末 現 在 で 、 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 が 県 内 に 設 置 し て い る 最 終 処 分

場 は 、 安 定 型 処 分 場 が ７ １ 施 設 、 管 理 型 処 分 場 は ５ ８ 施 設 、 遮 断 型 処 分 場 が ４ 施 設 で 、

そ の 残 存 容 量 は 約 １ ， ０ ０ ０ 万 と な っ て い ま す 。 （ 表 ９ ）m3

こ れ ら は 、 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 発 生 量 に 比 べ て 比 較 的 余 裕 の あ る 状 況 と な っ て い る

が 、 最 終 処 分 場 を 新 た に 設 置 す る こ と は 適 地 の 減 少 や 地 域 住 民 の 理 解 が 得 が た い 等 の 理

由 に よ り 年 々 困 難 と な っ て い て 、 平 成 １ １ 年 以 降 新 た に 許 可 さ れ た も の は あ り ま せ ん 。

表 ８ 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 が 設 置 し て い る 県 内 の 再 資 源 化 施 設 の 立 地 状 況 及 び 処 理 能 力

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 建 設 発 生 木 材

ｱｽﾌｧﾙﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ塊·

地 域 施設数 処理能力 ｔ／日 施 設 数 処 理 能 力 ｔ／日

名 古 屋 市 １１ ８ ， ６ ９ ６ １ ４８０

尾張 ５４ ３ ０ ， ９ ７ ８ ９ １ ， ０ ６ １

知多 ２７ １ ４ ， ９ ９ ２ １ ５

西三河 ３９ ２ ３ ， ５ １ ２ ９ １ ， ９ １ ３

東三河 １４ １ ２ ， ６ ８ ８ ５ ６２０

合計 １４５ ９ ０ ８ ６ ６ ２５ ４，０７９,

（ ２ ３ ， ６ ２ ５ 千 ） （ １ ， ０ ６ １ 千 ）t t

資 料 ： 県 廃 棄 物 対 策 課 （ 平 成 年 月末現在）12 12

注 ） 処 理 能 力 は 小 数 点 以 下 ４ 捨 ５ 入 、 （ ） 内 は 、 年 間 稼 動 日 数 を ２ ６ ０ 日 と し て 算 出 。

m3表 ９ 最 終 処 分 場 の 立 地 状 況 及 び 残 存 容 量 （ 産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 の 処 分 場 ） 千

安定型 管理型 遮断型 計

施設数 残存容量 施 設 数 残存容量 施 設 数 残存容量 施設数 残存容量地 域

0 0 0 0 1 0.04 1 0.04名古屋市

13 507 18 3,450 0 0 31 3,957尾張

9 175 10 1,824 0 0 19 1,999知多

25 370 18 3,175 3 16 46 3,561西三河

24 271 12 214 0 0 36 485東三河

71 1,323 58 8,663 4 16 133 10,002合計

資 料 ： 県 廃 棄 物 対 策 課 （ 平 成 年 月末現在）12 3

。注 ） 施 設 数 に つ い て は 、 残 存 容 量 が な い も の も 含 む
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５ 対 象 建 設 工 事 の 規 模 に 関 す る 基 準

以 上 の 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 発 生 量 の 見 込 み 及 び 再 資 源 化 施 設 ・ 最 終 処 分 場 の 立 地 状

況 等 か ら 判 断 し て 、 県 に お け る 対 象 建 設 工 事 の 規 模 に 関 す る 基 準 は 、 政 令 第 ２ 条 で 定 め

る規模とします。

た だ し 、 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 施 設 及 び 最 終 処 分 場 の 処 分 量 の 見 込 み そ の 他

の 事 情 か ら 判 断 し て 、 政 令 で 定 め る 規 模 の 基 準 の み に よ っ て は 当 該 区 域 に お い て 生 じ る

特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 を そ の 再 資 源 化 等 に よ り 減 量 す る こ と が 十 分 で な い と 認 め ら れ る と

き は 、 上 記 の 基 準 に 代 え て 条 例 に よ り 建 設 工 事 の 規 模 に 関 す る 基 準 を 定 め ま す 。

６ 指 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 距 離 に 関 す る 基 準

県 に お け る 指 定 建 設 資 材 廃 棄 物 （ 建 設 発 生 木 材 ） の 距 離 に 関 す る 基 準 に つ い て は 、 再

資 源 化 施 設 ・ 最 終 処 分 場 の 立 地 状 況 等 及 び 省 令 で 定 め る ５ ０ ㎞ で 、 ほ と ん ど 全 て の 県 域

が 対 象 と な る こ と か ら 、 省 令 で 定 め る 距 離 と し ま す 。

た だ し 、 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 発 生 量 の 見 込 み 及 び 最 終 処 分 場 に お け る 処 理 量 の 見 込

み そ の 他 の 事 情 を 考 慮 し て 、 指 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 に よ る 減 量 を 図 る た め 必 要

と 認 め る と き は 、 条 例 に よ り 、 法 第 １ ６ 条 の 距 離 に 関 す る 基 準 に 代 え て 適 用 す べ き 距 離

に 関 す る 基 準 を 定 め ま す 。

第 ３ 建 設 資 材 廃 棄 物 の 排 出 の 抑 制 の た め の 方 策

１ 排 出 の 抑 制 の 必 要 性

建 設 資 材 廃 棄 物 は 、 産 業 廃 棄 物 に 占 め る 割 合 が 高 い 一 方 で 、 減 量 す る こ と が 困 難 な

も の が 多 い 。 こ の た め 、 限 ら れ た 資 源 を 有 効 に 活 用 す る 観 点 か ら 、 最 終 処 分 量 を 減 ら

す と と も に 、 排 出 を 抑 制 す る こ と が 特 に 重 要 で す 。

２ 関係者の役割

建 設 資 材 廃 棄 物 の 排 出 の 抑 制 に 当 た っ て は 、 建 築 物 等 に 係 る 建 設 工 事 の 計 画 ・ 設 計 段

階 か ら の 取 組 を 行 う と と も に 、 関 係 者 は 、 適 切 な 役 割 分 担 の 下 で そ れ ぞ れ が 連 携 し つ つ

積 極 的 に 参 加 す る こ と が 必 要 で す 。

（ １ ） 建 築 物 等 の 所 有 者

建 築 物 等 の 所 有 者 は 、 所 有 す る 建 築 物 等 に つ い て 適 切 な 維 持 管 理 及 び 修 繕 を 行 い 、

建 築 物 等 の 長 期 的 使 用 に 努 め る こ と が 必 要 で す 。

（ ２ ） 建 設 資 材 の 製 造 に 携 わ る 者

建 設 資 材 の 製 造 に 携 わ る 者 は 、 工 場 等 に お け る 建 設 資 材 の プ レ カ ッ ト 等 の 実 施 、 そ

の 耐 久 性 の 向 上 並 び に 修 繕 が 可 能 な も の に つ い て は そ の 修 繕 の 実 施 及 び そ の た め の 体

制 の 整 備 に 努 め る こ と が 必 要 で す 。

（ ３ ） 建 築 物 等 の 設 計 に 携 わ る 者

建 築 物 等 の 設 計 に 携 わ る 者 は 、 当 該 建 築 物 等 に 係 る 建 設 工 事 を 発 注 し よ う と す る 者

の 建 築 物 等 の 用 途 、 構 造 等 に 関 す る ニ ー ズ に 対 応 し つ つ 、 構 造 躯 体 等 の 耐 久 性 の 向 上

を 図 る と と も に 、 維 持 管 理 や 修 繕 を 容 易 に す る な ど 、 そ の 長 期 的 使 用 に 資 す る 設 計 に

努 め 、 端 材 の 発 生 が 抑 制 さ れ る 施 工 方 法 の 採 用 及 び 建 設 資 材 の 選 択 に 努 め る こ と が 必

要です。
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（４）発注者

発 注 者 は 、 建 築 物 等 の 用 途 、 構 造 そ の 他 の 建 築 物 等 に 求 め ら れ る 性 能 に 応 じ 、 技 術

的 及 び 経 済 的 に 可 能 な 範 囲 で 、 建 築 物 等 の 長 期 的 使 用 に 配 慮 し た 発 注 に 努 め る ほ か 、

建 設 工 事 に 使 用 さ れ た 建 設 資 材 の 再 使 用 に 配 慮 す る よ う 努 め る こ と が 必 要 で す 。

（ ５ ） 建 設 工 事 を 施 工 す る 者

建 設 工 事 を 施 工 す る 者 は 、 端 材 の 発 生 が 抑 制 さ れ る 施 工 方 法 の 採 用 及 び 建 設 資 材 の

選 択 に 努 め る ほ か 、 端 材 の 発 生 の 抑 制 、 再 使 用 で き る 物 を 再 使 用 で き る 状 態 に す る 施

工 方 法 の 採 用 及 び 耐 久 性 の 高 い 建 築 物 等 の 建 築 等 に 努 め る 必 要 が あ る 。 特 に 、 使 用 済

コ ン ク リ ー ト 型 枠 の 再 使 用 に 努 め る ほ か 、 建 築 物 等 の 長 期 的 使 用 に 資 す る 施 工 技 術 の

開 発 及 び 維 持 修 繕 体 制 の 整 備 に 努 め る 必 要 で す 。

県 は 、 自 ら 建 設 工 事 の 発 注 者 と な る 場 合 に お い て は 、 建 設 資 材 廃 棄 物 の 排 出 の 抑 制

に 率 先 し て 取 り 組 む こ と と し ま す 。

市 町 村 は 、 県 の 施 策 と 相 ま っ て 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と が 望 ま れ ま す 。

第 ４ 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 の 促 進 の た め の 方 策

１ 再 資 源 化 等 の 目 標

再 資 源 化 施 設 の 立 地 状 況 が 地 域 に よ っ て 異 な る こ と を 勘 案 し な が ら 、 す べ て の 関 係 者

が 再 生 資 源 の 十 分 な 利 用 及 び 廃 棄 物 の 減 量 を で き る だ け 速 や か に 、 か つ 、 着 実 に 実 施 す

る こ と が 重 要 で あ る た め 、 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 の 促 進 に 重 点 的 に 取 り 組 む

こ と と し 、 平 成 ２ ２ 年 度 に お け る 再 資 源 化 等 率 （ 工 事 現 場 か ら 排 出 さ れ た 特 定 建 設 資 材

廃 棄 物 の 重 量 に 対 す る 再 資 源 化 等 さ れ た も の の 重 量 の 百 分 率 を い う 。 ） は 、 次 表 の と お

りとします。

表 １ ０ 再 資 源 化 等 率 の 目 標

特定建設資材廃棄物 再 資 源 化 等 率

コ ン ク リ ー ト 塊 （ コ ン ク リ ー ト が 廃 棄 物 と な っ た も の 及

び コ ン ク リ ー ト 及 び 鉄 か ら 成 る 建 設 資 材 に 含 ま れ る コ ン ００ ％1

ク リ ー ト が 廃 棄 物 と な っ た も の 。 以 下 同 じ 。 ）

ア ス フ ァ ル ト ・ コ ン ク リ ー ト 塊 （ ア ス フ ァ ル ト ・ コ ン ク ００ ％1

リ ー ト が 廃 棄 物 と な っ た も の 。 以 下 同 じ 。 ）

建 設 発 生 木 材 （ 木 材 が 廃 棄 物 と な っ た も の 。 以 下 ９５ ％

同じ。）

特 に 、 県 の 事 業 に お い て は 、 再 資 源 化 等 を 先 導 す る 観 点 か ら 、 コ ン ク リ ー ト 塊 、 建

設 発 生 木 材 及 び ア ス フ ァ ル ト ・ コ ン ク リ ー ト 塊 に つ い て 、 平 成 １ ７ 年 度 ま で に 再 資 源

化 等 率 を １ ０ ０ ％ に す る こ と を 目 指 し ま す 。

な お 、 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 目 標 に つ い て は 、 建 設 資 材 廃 棄 物
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に 関 す る 調 査 の 結 果 、 再 資 源 化 等 に 関 す る 目 標 の 達 成 状 況 及 び 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 等

を 踏 ま え て 必 要 な 見 直 し を 行 う も の と し ま す 。

２ 再 資 源 化 等 の 促 進 の た め の 方 策

（ １ ） 再 資 源 化 等 の 促 進 の た め の 方 策 に 関 す る 基 本 的 事 項

特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 に 関 す る 目 標 を 達 成 す る た め に は 、 必 要 な 再 資 源

化 施 設 の 確 保 、 再 資 源 化 を 促 進 す る た め に 必 要 と な る コ ス ト 削 減 等 に 資 す る 技 術 開 発

及 び 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 物 の 利 用 の 促 進 が 必 要 で す 。

具 体 的 に は 、 県 は 、 地 域 ご と に 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 施 設 の 実 態 を 把 握 し 、

そ の 整 備 を 促 進 す る た め に 必 要 な 施 策 を 行 う ほ か 、 国 と と も に 産 業 廃 棄 物 の 処 理 に 係

る 特 定 施 設 の 整 備 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ４ 年 法 律 第 ６ ２ 号 ） に 基 づ く 施 策 を 推 進

します。

（ ２ ） 再 資 源 化 等 の 促 進 の た め の 具 体 的 方 策 等

① コ ン ク リ ー ト 塊

コ ン ク リ ー ト 塊 に つ い て は 、 破 砕 、 選 別 、 混 合 物 除 去 、 粒 度 調 整 等 を 行 う こ と に

よ り 、 再 生 ク ラ ッ シ ャ ー ラ ン 、 再 生 コ ン ク リ ー ト 砂 、 再 生 粒 度 調 整 砕 石 等 （ 以 下

「 再 生 骨 材 等 」 と い う 。 ） と し て 、 道 路 、 港 湾 、 空 港 、 駐 車 場 及 び 建 築 物 等 の 敷 地

内 の 舗 装 （ 以 下 「 道 路 等 の 舗 装 」 と い う 。 ） の 路 盤 材 、 建 築 物 等 の 埋 め 戻 し 材 又 は

基 礎 材 、 コ ン ク リ ー ト 用 骨 材 等 に 利 用 す る こ と を 促 進 す る こ と が 必 要 で す 。

② ア ス フ ァ ル ト ・ コ ン ク リ ー ト 塊

ア ス フ ァ ル ト ・ コ ン ク リ ー ト 塊 に つ い て は 、 破 砕 、 選 別 、 混 合 物 除 去 、 粒 度 調 整

等 を 行 う こ と に よ り 、 再 生 加 熱 ア ス フ ァ ル ト 安 定 処 理 混 合 物 及 び 表 層 基 層 用 再 生 加

熱 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 （ 以 下 「 再 生 加 熱 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 」 と い う 。 ） と し て 、

道 路 等 の 舗 装 の 上 層 路 盤 材 、 基 層 用 材 料 又 は 表 層 用 材 料 に 利 用 す る こ と を 促 進 す る

こ と が 必 要 で す 。

ま た 、 再 生 骨 材 等 と し て 、 道 路 等 の 舗 装 の 路 盤 材 、 建 築 物 等 の 埋 め 戻 し 材 又 は 基

礎 材 等 に 利 用 す る こ と を 促 進 す る こ と が 必 要 で す 。

③ 建 設 発 生 木 材

建 設 発 生 木 材 に つ い て は 、 チ ッ プ 化 し 、 木 質 ボ ー ド 、 堆 肥 等 の 原 材 料 と し て 利 用

す る こ と を 促 進 す る こ と が 必 要 で す 。

ま た 、 こ れ ら の 利 用 が 技 術 的 な 困 難 性 、 環 境 へ の 負 荷 の 程 度 等 の 観 点 か ら 適 切 で

な い 場 合 に は 燃 料 と し て 利 用 す る こ と を 促 進 す る こ と が 必 要 で す 。

④ その他

特 定 建 設 資 材 以 外 の 建 設 資 材 に つ い て も 、 そ れ が 廃 棄 物 と な っ た 場 合 に 再 資 源 化

等 が 可 能 な も の に つ い て は で き る 限 り 分 別 解 体 等 を 実 施 し 、 そ の 再 資 源 化 等 を 実 施

す る こ と が 重 要 で す 。 ま た 、 そ の 際 、 経 済 性 の 面 に お け る 制 約 が 小 さ く な る よ う 、
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分 別 解 体 等 の 実 施 、 技 術 開 発 の 推 進 、 収 集 運 搬 方 法 の 検 討 、 効 率 的 な 収 集 運 搬 の 実

施 、 必 要 な 施 設 の 整 備 等 に つ い て 関 係 者 に よ る 積 極 的 な 取 組 が 必 要 で す 。

第 ５ 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 物 の 利 用 の 促 進 の た め の 方 策

１ 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 物 の 利 用 に つ い て の 考 え 方

特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 を 促 進 す る た め に は 、 そ の 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 物

を 積 極 的 に 利 用 し て い く こ と が 不 可 欠 で す 。 こ の こ と か ら 、 関 係 者 の 連 携 の 下 で 、 特 定

建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 物 に 係 る 需 要 の 創 出 及 び 拡 大 に 積 極 的 に 取 り

組 む 必 要 が あ り ま す 。

ま た 、 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 物 の 利 用 に あ た っ て は 、 必 要 な

品 質 が 確 保 さ れ て い る こ と 並 び に 環 境 に 対 す る 安 全 性 及 び 自 然 環 境 の 保 全 に 配 慮 す る こ

とが重要です。

２ 関係者の役割

（ １ ） 建 設 資 材 の 製 造 に 携 わ る 者

建 設 資 材 の 製 造 に 携 わ る 者 は 、 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 物 を で き

る 限 り 多 く 含 む 建 設 資 材 の 開 発 及 び 製 造 に 努 め る こ と が 必 要 で す 。

（ ２ ） 建 築 物 等 の 設 計 に 携 わ る 者

建 築 物 等 の 設 計 に 携 わ る 者 は 、 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 建 設 資 材

を で き る 限 り 利 用 し た 設 計 に 努 め る こ と が 必 要 で す 。

ま た 、 こ の よ う な 建 設 資 材 の 利 用 に つ い て 、 発 注 し よ う と す る 者 の 理 解 を 得 る よ う

努 め る 必 要 が あ り ま す 。

（３）発注者

発 注 者 は 、 建 設 工 事 の 発 注 に 当 た り 、 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 建

設 資 材 を で き る 限 り 選 択 す る よ う 努 め る こ と が 必 要 で す 。

（ ４ ） 建 設 工 事 を 施 工 す る 者

建 設 工 事 を 施 工 す る 者 は 、 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 建 設 資 材 を で

き る 限 り 利 用 す る よ う 努 め る こ と が 必 要 で す 。

ま た 、 こ れ を 利 用 す る こ と に つ い て の 発 注 者 の 理 解 を 得 る よ う 努 め る 必 要 が あ り ま

す。

（ ５ ） 建 設 資 材 廃 棄 物 の 処 理 を 行 う 者

建 設 資 材 廃 棄 物 の 処 理 を 行 う 者 は 、 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 物 の

品 質 の 安 定 及 び 安 全 性 の 確 保 に 努 め る こ と が 必 要 で す 。

県 は 、 国 の 施 策 と 相 ま っ て 、 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 物 の 利 用 の

促 進 の た め に 必 要 と な る 調 査 、 情 報 提 供 、 普 及 啓 発 等 に 努 め る ほ か 、 建 設 資 材 廃 棄 物

の 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 物 を 率 先 し て 利 用 す る よ う 努 め ま す 。

市 町 村 は 、 県 及 び 国 の 施 策 と 相 ま っ て 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る こ と が 望 ま

れます。
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３ 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 物 の 県 事 業 で の 率 先 利 用

県 の 事 業 に お い て は 、 愛 知 県 建 設 副 産 物 リ サ イ ク ル ガ イ ド ラ イ ン に よ り 建 設 資 材 廃 棄

物 の 発 生 抑 制 、 再 利 用 の 促 進 、 適 正 処 理 を 計 画 ・ 設 計 段 階 か ら 一 貫 し た シ ス テ ム と し て

取 り 組 み 、 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 促 進 に 努 め て い ま す が 、 「 国 等 に よ る 環 境 物 品 等

の 調 達 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ２ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 」 及 び 愛 知 県 環 境 物 品 等 の

調 達 の 推 進 を 図 る た め の 基 本 方 針 の 趣 旨 を 踏 ま え て 、 民 間 の 具 体 的 な 取 組 の 先 導 的 役 割

を 担 う こ と が 重 要 な た め 、 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 物 （ リ サ イ ク

ル 資 材 ） を 率 先 し て 利 用 す る た め に 以 下 の 取 組 を 実 施 し ま す 。

（ １ ） リ サ イ ク ル 資 材 評 価 制 度 に よ る リ サ イ ク ル 資 材 の 率 先 利 用 の 取 組 み

リ サ イ ク ル 資 材 評 価 制 度 に よ り 、 性 能 規 定 化 さ れ た 評 価 基 準 に 基 づ き 認 定 さ れ た リ

サ イ ク ル 資 材 を 県 事 業 に お い て 率 先 利 用 し ま す 。

第 ６ 分 別 解 体 等 、 再 資 源 化 等 及 び 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 物 の 利 用 の 意 義 に 関 す る 知 識

の普及

特 定 建 設 資 材 に 係 る 分 別 解 体 等 、 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 及 び 特 定 建 設 資 材 廃

棄 物 の 再 資 源 化 に よ り 得 ら れ た 物 の 利 用 の 促 進 の た め に は 、 広 く 県 民 の 協 力 が 必 要 な こ と

か ら 、 県 及 び 市 町 村 は 、 環 境 の 保 全 に 資 す る も の と し て の こ れ ら の 意 義 に 関 す る 知 識 に つ

い て 、 県 民 へ の 普 及 及 び 啓 発 を 図 り ま す 。

具 体 的 に は 、 環 境 教 育 、 環 境 学 習 、 広 報 活 動 等 を 通 じ て 、 こ れ ら が 環 境 の 保 全 に 資 す る

こ と に つ い て の 県 民 の 理 解 を 深 め る と と も に 、 環 境 の 保 全 に 留 意 し つ つ 、 特 定 建 設 資 材 に

係 る 分 別 解 体 等 及 び 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 が 行 わ れ る よ う 関 係 者 の 協 力 を 求 め

ま す 。

特 に 、 特 定 建 設 資 材 に 係 る 分 別 解 体 等 及 び 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 の 実 施 義 務

を 負 う 者 が 当 該 義 務 を 確 実 に 履 行 す る こ と が 重 要 で あ る こ と か ら 、 必 要 に 応 じ て 資 料 の 提

供 や 講 習 会 を 実 施 し ま す 。

第 ７ 分 別 解 体 等 及 び 再 資 源 化 等 の 促 進 等 に 関 す る そ の 他 の 重 要 事 項

１ 分 別 解 体 等 及 び 再 資 源 化 等 に 要 す る 費 用 を 建 設 工 事 の 請 負 代 金 の 額 に 適 切 に 反 映 さ

せるための事項

特 定 建 設 資 材 に 係 る 分 別 解 体 等 及 び 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 を 適 正 に 実 施 す

る た め に は 、 分 別 解 体 等 及 び 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 に 要 す る 費 用 が 、 発 注 者 及 び

受 注 者 間 で 適 正 に 負 担 さ れ る こ と が 必 要 で す 。

こ の た め 、 分 別 解 体 等 及 び 再 資 源 化 等 に 要 す る 費 用 を 建 設 工 事 の 請 負 代 金 の 額 に 反 映

さ せ る こ と が 分 別 解 体 等 及 び 再 資 源 化 等 の 促 進 に 直 結 す る 重 要 事 項 で あ る こ と を 県 民 に

対 し 積 極 的 に 周 知 し 、 そ の 理 解 と 協 力 を 得 る よ う 努 め る こ と と し ま す 。

２ 各 種 情 報 の 提 供 等 に 関 す る 事 項

対 象 建 設 工 事 受 注 者 が 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 再 資 源 化 等 を 行 う に 当 た っ て 必 要 と な る

施 設 の 稼 働 情 報 、 対 象 建 設 工 事 の 発 注 者 等 が 当 該 工 事 の 注 文 を 行 う に 当 た っ て 必 要 と な

る 解 体 工 事 業 を 営 む 者 の 企 業 情 報 等 の 提 供 が 十 分 な さ れ る よ う に 、 国 の 整 備 し た イ ン タ

ー ネ ッ ト 等 を 活 用 し た 情 報 シ ス テ ム の 普 及 に 努 め ま す 。



 1 4 

３ 分 別 解 体 等 及 び 建 設 資 材 廃 棄 物 の 処 理 等 の 過 程 に お け る 有 害 物 質 等 の 発 生 の 抑 制 等

に関する事項

建 設 資 材 廃 棄 物 の 処 理 等 の 過 程 に お い て は 、 廃 棄 物 処 理 法 、 大 気 汚 染 防 止 法 （ 昭 和 ４

３ 年 法 律 第 ９ ７ 号 ） 、 ダ イ オ キ シ ン 類 対 策 特 別 措 置 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 １ ０ ５ 号 ） 、

労 働 安 全 衛 生 法 （ 昭 和 ４ ７ 年 法 律 第 ５ ７ 号 ） 等 の 関 係 法 令 を 遵 守 し 、 有 害 物 質 等 の 発 生

の 抑 制 及 び 周 辺 環 境 へ の 影 響 の 防 止 を 図 ら な け れ ば な り ま せ ん 。

ま た 、 建 設 資 材 廃 棄 物 の 処 理 等 の 過 程 に お い て 、 フ ロ ン 類 、 非 飛 散 性 ア ス ベ ス ト 等 の

取 り 扱 い に は 十 分 注 意 し 、 可 能 な 限 り 大 気 中 へ の 拡 散 又 は 飛 散 を 防 止 す る 措 置 を と る よ

う 努 め る 必 要 が あ り ま す 。

（１）フロン類

特 定 家 庭 用 機 器 再 商 品 化 法 （ 平 成 １ ０ 年 法 律 第 ９ ７ 号 ） に 規 定 す る 特 定 家 庭 用 機 器

に 該 当 す る ユ ニ ッ ト 型 エ ア コ ン デ ィ シ ョ ナ ー 及 び 電 気 冷 蔵 庫 の 中 に 含 ま れ る も の に つ

い て は 、 特 定 家 庭 用 機 器 再 商 品 化 法 又 は 廃 棄 物 処 理 法 に 従 っ て 処 理 さ れ な け れ ば な り

ま せ ん 。 こ の た め に は 、 建 築 物 等 に 係 る 解 体 工 事 等 の 施 工 に 先 立 ち 、 所 有 者 は 、 こ れ

ら を 建 築 物 等 の 内 部 に 残 置 し な い よ う に す る こ と が 必 要 で 、 過 去 に こ れ ら を 購 入 し た

小 売 業 者 に 引 取 り を 求 め る こ と が 適 当 で す 。

ま た 、 特 定 建 設 資 材 に 係 る 分 別 解 体 等 に お い て 、 こ れ と 一 体 不 可 分 の 作 業 に よ り 冷

凍 空 調 機 器 中 の フ ロ ン 類 が 大 気 中 へ 拡 散 す る お そ れ が あ る 場 合 は 、 事 前 に 回 収 す る こ

と に よ り こ れ を 防 止 す る 必 要 が あ り ま す 。

（ ２ ） 非 飛 散 性 ア ス ベ ス ト

粉 砕 す る こ と に よ り ア ス ベ ス ト 粉 じ ん が 飛 散 す る お そ れ が あ る た め 、 解 体 工 事 の 施

工 及 び 非 飛 散 性 ア ス ベ ス ト の 処 理 に お い て は 、 粉 じ ん 飛 散 を 起 こ さ な い よ う な 措 置 を

講 ず る 必 要 が あ り ま す 。

（ ３ ） Ｃ Ｃ Ａ 処 理 木 材

防 腐 ・ 防 蟻 の た め 木 材 に Ｃ Ｃ Ａ （ ク ロ ム 、 銅 及 び ヒ 素 化 合 物 系 木 材 防 腐 剤 を い う 。

以 下 同 じ 。 ） を 注 入 し た 部 分 （ 以 下 「 Ｃ Ｃ Ａ 処 理 木 材 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 不 適

正 な 焼 却 を 行 っ た 場 合 に ヒ 素 を 含 む 有 毒 ガ ス が 発 生 す る ほ か 、 焼 却 灰 に 有 害 物 で あ る

六 価 ク ロ ム 及 び ヒ 素 が 含 ま れ る こ と と な り ま す 。

こ の た め 、 Ｃ Ｃ Ａ 処 理 木 材 に つ い て は 、 そ れ 以 外 の 部 分 と 分 離 ・ 分 別 し 、 そ れ が 困

難 な 場 合 に は 、 Ｃ Ｃ Ａ が 注 入 さ れ て い る 可 能 性 が あ る 部 分 を 含 め て こ れ を す べ て Ｃ Ｃ

Ａ 処 理 木 材 と し て 焼 却 又 は 埋 立 を 適 正 に 行 う 必 要 が あ り ま す 。

（ ４ ） Ｐ Ｃ Ｂ を 含 有 す る 電 気 機 器 等

こ れ ら を 建 築 物 等 の 内 部 に 残 置 し な い よ う に す る 必 要 が あ る た め 、 建 築 物 等 の 解 体

に 先 立 ち 、 こ れ ら は 撤 去 さ れ 、 廃 棄 物 処 理 法 に 従 っ て 適 切 に 措 置 さ れ な け れ ば な ら な

い。


